
会   議   録 
会 議 の 名 称 第１回 市民経済部所管指定管理者選定委員会（第２区分）

開 催 日 時  平成23年4月22日（金）   

午後 1時00分より 午後  4時30分まで 

 ・1:00～1:40 第1、第2区分共通審議事項に関する議事

・1:40～2:50 施設視察  

・3:00～4:30 第2区分の審議事項に関する議事 

開 催 場 所  所沢市役所5階  502会議室 

出席者の氏名 高島 誉章、中川 修治、小室 民也、伊早坂 昭夫、坂本 博典

内野 光男、守谷 照雄 

欠席者の氏名   

説明員の職・氏名  

議         題 (１) 今後のスケジュール 

（２）視察（ラーク所沢・市民文化センター） 

(３) 審議事項（ラーク所沢・市民文化センター） 

    Ⅰ事前説明事項 

    Ⅱ審議事項 

（４）その他 

会議資料 ○ 会議次第 

○ 市民経済部所管指定管理者選定委員会要綱 

○ 指定管理者選定スケジュール（案） 

○ 指定管理者制度の概要 

○ 所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

○ 所沢市情報公開条例（抜粋） 

○ 市民経済部指定管理者選定委員会審議事項 

○ 市民経済部指定管理者選定委員会審議事項資料 

担当部課名 商工労政課     課長  植村 里美 

                  主査    田中 紳一 

コミュニティ推進課 副主幹 佐久間 義次 

 

事務局 

  コミュニティ推進課  課  長  本田  静香 

                     副主幹  澤田  孝男 

                     主  査  秋山    薫 

 

市民経済部コミュニティ推進課   電話04－2998－9083 
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発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

１．開会  

～委員長が議長を務める旨の説明～ 

 

２．委嘱状の交付  

～委員長から各委員に委嘱状の交付を行う～ 

 

３．委員長あいさつ 

 ～委員長である守谷市民経済部次長があいさつ～ 

 

４．選定委員紹介 

 ～各委員の紹介及びあいさつの後、事務局及び所管課の職員が

自己紹介～ 

 

議事に入る前にここで、本選定委員会の公開・非公開について、

及び、会議録の作成について、お諮りしたい。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局案） 

  会議の公開・非公開について 

・本日の議題 （１）スケジュール →公開 

(２) 審議事項 →非公開 

(３) 視察(施設) →公開 

・今後の選定委員会 

第２回・・・指定管理者応募者のヒアリング 

第３回・・・指定管理者の選定 

→いずれも非公開 

非公開の根拠 ：「所沢市情報公開条例」第２５条第２項：

「非公開情報に該当する事項」及び、「所沢市情報公開条

例」第７条第 ３号、第５号 

  会議録の作成について 

  ・要約記述式とする。 

  ・委員長承認をもって議事録確定とする。 

 

  御意見・御質問等ございますか。 

 

非公開とする理由は何か。 
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事務局 

 

 

委員長 

 

 

委員一同 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

 

委員長 

 

 

 

委員一同 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

資料５の所沢市情報公開条例第２５条第２号及び第７条各号に

より、非公開情報を審議するためである。 

 

  他に御意見等はございますか。 

  なければ事務局提案のとおり決定してよろしいか。 

 

～異議なし～ 

 

会議の公開・非公開、及び会議録の作成については、事務局提

案のとおり決定する。 

それでは、次第に従い、議事を進めたい。 

 

５．議事 

(１)今後のスケジュール 

議事の「(１)今後のスケジュール」について、事務局から説明

をお願いしたい。 

 

～資料２に基づき選定委員会のスケジュールについて提案、説

明を行う～ 

 

  御意見・御質問等ございますか。 

  なければ、事務局提案のとおり進めさせていただいてよろしい

か。 

 

～事務局提案で異議なし～ 

 

それでは、そのように進めさせていただく。 

 

（２）視察 

～はじめに「ラーク所沢・市民文化センター」の現地視察を行

う～ 

～現地視察終了～ 

 

 （３）審議事項（ラーク所沢・市民文化センター）については、

非公開で審議が進められた。 

  

  次回の会議日程等、事務連絡を行った後、散会。 
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